
チ ャ レ ン ジ 企 業 支 援 資 金 

１ 融資の対象   

  県内に事業所を有し、保証協会の定める保証対象業種を営む中小企業者及び組合で、次の要件のい

ずれかに該当する者 

(1) 次の法律に基づく、認定又は承認を受けた計画に従って事業を行う者 

ア 中小企業等経営強化法（平成 11 年法律第 18 号）に規定する、経営革新計画、先端設備等

導入計画又は事業継続力強化計画 

イ  中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成 20 年法律第 38 号)

に基づく農商工等連携事業計画 

ウ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成 19 年法律第 40

号）に基づく地域経済牽引事業計画 

(2) 海外投資関係保証を利用して、海外展開を図る者 

(3) 商店街の空き店舗(３ヶ月以上空き店舗であることについて商店街振興組合等の証明を受け

たものに限る。）を活用して事業を行う者として所管の地方局長の認定を受けた者 

(4) 県の試験研究機関との共同開発など技術支援を受けた技術・製品の実用化を図るための事業

を行う者で、県の試験研究機関から推薦を受けた者 

(5) 公益財団法人えひめ産業振興財団が実施するえひめ中小企業応援ファンドによる助成金又は農

商工ビジネス商品開発事業費補助金の交付を受けた事業の拡大を図る者で助成又は補助事業終了

後３年以内の者として当該財団から確認を受けた者 

(6) 高度又は先駆的な技術・ノウハウを生かした事業展開により、創造・育成を図る事業を行う

者として財団又は愛媛県中小企業団体中央会から確認を受けた者 

(7) 国が実施する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、「事業再構築補助

金」、「中小企業成長加速化補助金」又は「中小企業新事業進出補助金」の採択を受けた事業

計画に従って事業を行う者 

(8) 生産性の向上等の原資の確保により、雇い入れ後６か月を経過した労働者を対象に次の(1)

又は(2)のいずれかの賃上げに関する計画を策定し、取り組む者。 

  なお、保証申込日の前月から起算して前６か月以内に、既に(1)又は(2)のいずれかの賃上げ

を行った者も含む。 

 ア ６か月以内に労働者１人当たりの時間当たりの平均賃金を 1.5%以上引き上げる計画 

 イ ６か月以内に労働者の事業場内最低賃金を２%以上引き上げる計画。ただし、融資申込み時

点での最低賃金が愛媛県の最低賃金以上である場合に限る。 

２ 融資の条件  すべての融資に保証協会の保証を必要とします。 

使途 限度額 融 資 期 間 融資利率 保証料率 

運転 

資金 

 

5 千万円 

運転 7年以内 

(据置 1年以内) 
 

融資対象（1）は 
運転 5年以内 

(据置６ヶ月以内) 

年 1.55％ 

年 0.35～1.72％ 

（割引有） 
 

融資対象(1)で特例保険を

利用する場合 

      年 0.7％  

       
 

融資対象(2)で海外投資関

係保証を利用する場合 

    年 1.0％ 

 

設備 

資金 
１億円 

設備 10 年以内 

(据置 1年以内) 

 

融資対象（1）は 
運転 7年以内 

(据置 1年以内) 

 

年 0.55％(注 1)  

又は 1.05％(注 2) 

 

※チャレンジ企業支援資金の設備資金に利子補給をしています。 
     (注 1) ひめボス基本認証者又はパートナーシップ構築宣言公表者 

(注 2) 注 1 以外の方 
（令和７年４月１日現在） 



３ 添付書類  

融資対象 必要書類 様式 申請書提出先 

（1） 認定書又は認定通知書の写し  金融機関、信用保証協会 

(2) 海外投資関係保証の申請に必要な書類  金融機関、信用保証協会 

(3) 所管の県地方局長による融資対象認定書 様式２ 地方局商工観光室 

(4) 試験研究機関の推薦書 様式３ 産業技術研究所等 

(5)（6） 
えひめ産業振興財団又は 

愛媛県中小企業団体中央会の確認書 
様式４ 

えひめ産業振興財団、 

愛媛県中小企業団体中央会 

(7) 
補助金等の交付決定通知書の写し 

又は同類の書類 
 金融機関、信用保証協会 

(8) 賃金引上げに係る事業計画書 様式４の２ 金融機関、信用保証協会 

様式は県のＨＰからダウンロードできます。 

https://www.pref.ehime.jp/site/madoguchi/59788.html 

※その他にも書類が必要な場合があります。詳しくは窓口にお問い合わせください。 

 

４ 融資申込窓口：金融機関と信用保証協会が取り扱い窓口となっています。 

伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、東予信用金庫、川之江信用金庫、宇和島信用金庫、
商工組合中央金庫松山支店、中国銀行、広島銀行、山口銀行、阿波銀行、百十四銀行、
四国銀行、徳島大正銀行、香川銀行、高知銀行、観音寺信用金庫、みずほ銀行、三井住
友銀行、愛媛県信用保証協会 
 
 

 

（令和７年４月１日現在） 


